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６，５００円 専修学校 
１６，５００円 高等専門学校 
１７，５００円 夜学・通信制 
２５，５００円 短期大学 
３２，５００円 ４ 年 制 

大　　学 全日制 

３，５００円 通信制 
５，０００円 定時制 
１０，０００円 

高等学校 
全日制 

支給額（月額） 区　　　　分 

　
医
　
　
　
療
 

そ
の
他
の
 

　
経
済
的
援
護
 

繩
ふ
れ
あ
い
療
育
相
談
 

N
特
別
支
援
学
校
（
養
護
学
校
）

ま
た
は
特
別
支
援
学
級
に
通
っ

て
い
る
、
小
学
１
年
生
か
ら
小

学
３
年
生
ま
で
の
児
童
と
そ
の

保
護
者
 

O
専
門
的
知
識
を
有
す
る
人
（
理

学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
・
言

語
聴
覚
士
・
保
育
士
）
に
よ
る

児
童
へ
の
グ
ル
ー
プ
学
習
や
保

護
者
の
個
別
相
談
、
保
護
者
同

士
の
交
流
や
情
報
交
換
な
ど
 

参
加
方
法
…
利
用
登
録
が
必
要

で
す
（
簡
単
な
状
況
調
査
お
よ

び
個
別
面
談
を
実
施
し
ま
す
）。
 

  繼
職
親
制
度
 

N
O
知
的
障
が
い
者
を
一
定
期

間
登
録
さ
れ
た
職
親
に
預
け
、

技
能
習
得
や
生
活
指
導
を
行
い

ま
す
。
 

       ※
辮
は
子
育
て
支
援
課
児
童
給

付
係
（
蕁
２
０
９
）
、
繿
、
纈

は
国
保
年
金
課
国
保
年
金
係
（
蕁

２
１
２
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
 

  繻
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手

当
 

N
市
内
に
居
住
す
る
障
が
い
者

（
児
）
で
、
身
体
障
害
者
手
帳

が
１
、
２
級
、
療
育
手
帳
が
狢
、

Ａ
お
よ
び
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
級
の
方
で
、
特
別
障

害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当

等
を
受
け
て
い
な
い
方
に
支
給

さ
れ
ま
す
（
た
だ
し
、
施
設
に

入
所
し
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。

ま
た
、
受
給
者
が
住
民
税
を
課

さ
れ
て
い
る
方
は
支
給
が
停
止

さ
れ
ま
す
）。
 

O
月
額
５
０
０
０
円
を
毎
年
度

９
月
・
３
月
に
支
給
し
ま
す
。
 

  纃
特
別
障
害
者
手
当
 

N
２０
歳
以
上
で
あ
っ
て
精
神
ま

た
は
身
体
の
重
度
の
障
が
い
に

よ
り
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

特
別
の
介
護
を
要
す
る
状
態
に

あ
る
方
（
た
だ
し
、
施
設
に
入

所
中
の
方
お
よ
び
継
続
し
て
３

カ
月
を
超
え
て
病
院
等
に
入
院

し
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
）。
 

O
月
額
２
万
６
４
４
０
円
を
年

４
回
（
２
月
・
５
月
・
８
月
・

１１
月
）
支
給
し
ま
す
。
 

※
所
得
制
限
あ
り
。
 

  緕
障
害
児
福
祉
手
当
 

N
２０
歳
未
満
で
あ
っ
て
日
常
生

活
に
極
度
に
制
限
の
あ
る
方
（
療

育
手
帳
狢
、
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
お
よ
び
２
級
の
一
部
、
常

時
介
護
を
要
す
る
精
神
障
が
い

者
等
）
 

O
月
額
１
万
４
３
８
０
円
を
年

４
回
（
２
月
・
５
月
・
８
月
・

１１
月
）
支
給
し
ま
す
。
 

※
所
得
制
限
あ
り
。
 

  繽
特
別
児
童
扶
養
手
当
 

N
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

２０
歳
未
満
の
障
が
い
児
を
養
育

し
て
い
る
保
護
者
の
方
 

①
身
体
に
重
・
中
度
の
障
が
い

ま
た
は
長
期
に
わ
た
り
安
静
を

要
す
る
状
態
に
あ
る
方
（
お
お

む
ね
身
体
障
が
い
者
の
障
が
い

程
度
等
級
手
帳
１
〜
３
級
と
４

級
の
一
部
の
方
）
 

滷
精
神
の
障
が
い
が
あ
っ
て
①

と
同
程
度
の
状
態
に
あ
る
方
 

澆
身
体
ま
た
は
精
神
の
障
が
い

が
重
複
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

①
ま
た
は
滷
と
同
程
度
の
方
 

※
所
得
制
限
あ
り
。
 

※
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
は

該
当
し
ま
せ
ん
。
 

※
所
定
の
診
断
書
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。
 

O
１
級
５
万
７
５
０
円
、
２
級

３
万
３
８
０
０
円
 

  辮
児
童
扶
養
手
当
 

N
父
親
が
い
な
い
か
、
ま
た
は

父
親
が
障
が
い
者
（
年
金
を
受

給
し
て
い
な
い
）
で
１８
歳
未
満

（
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
場
合

は
２０
歳
未
満
）
の
子
ど
も
が
い

る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
 

O
支
給
額
は
要
件
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
の
で
、
窓
口
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
 

※
所
得
制
限
あ
り
。
 

  繿
障
害
基
礎
年
金
 

N
国
民
年
金
法
で
定
め
る
障
が

い
の
程
度
が
１
級
ま
た
は
２
級

（
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
程
度
と
は
異
な
り
ま
す
）

に
該
当
す
る
方
 

O
１
級
…
年
額
９９
万
１
０
０
円
、

２
級
…
年
額
７９
万
２
１
０
０
円
 

  纈
特
別
障
害
給
付
金
 

N
①
平
成
３
年
３
月
以
前
に
国

民
年
金
任
意
加
入
対
象
者
で
あ

っ
た
学
生
 

滷
昭
和
６１
年
３
月
以
前
に
国
民

年
金
任
意
加
入
対
象
者
で
あ
っ

た
被
用
者
年
金
制
度
等
の
配
偶

者
で
あ
っ
て
、
当
時
任
意
加
入

し
て
い
な
か
っ
た
期
間
内
に
初

診
日
（
障
が
い
の
原
因
と
な
る

傷
病
に
つ
い
て
初
め
て
医
師
ま

た
は
歯
科
医
師
の
診
療
を
受
け

た
日
）
が
あ
り
、
現
在
、
障
害

基
礎
年
金
１
級
、
２
級
相
当
の

障
が
い
に
該
当
す
る
方
。
た
だ
し
、

６５
歳
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で

に
当
該
障
が
い
状
態
に
該
当
さ

れ
た
方
に
限
り
ま
す
。
 

O
１
級
…
月
額
５
万
円
、
２
級

…
月
額
４
万
円
 

  纉
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制

度
 

N
心
身
障
が
い
者
の
保
護
者
で
、

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
 

①
加
入
者
（
保
護
者
）
の
年
齢

は
毎
年
度
の
４
月
１
日
時
点
で

６５
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
 

滷
加
入
時
、
県
内
に
住
ん
で
い

る
こ
と
 

澆
加
入
者
は
特
別
の
疾
病
ま
た

は
障
が
い
が
な
く
、
生
命
保
険

に
加
入
で
き
る
健
康
状
態
で
あ

る
こ
と
 

O
扶
養
共
済
加
入
者
が
死
亡
ま

た
は
重
度
の
障
が
い
状
態
に
な

っ
た
場
合
、
障
が
い
者
に
年
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
（
１
口
…
月

額
２
万
円
、
２
口
…
月
額
４
万
円
）。

ま
た
、
障
が
い
者
が
死
亡
し
た

場
合
は
、
弔
慰
金
（
加
入
期
間
・

加
入
時
期
に
応
じ
て
５
万
円
〜

２５
万
円
、
２
口
目
も
期
間
に
応

じ
る
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
こ

の
制
度
は
共
済
制
度
で
す
の
で
、

加
入
者
は
掛
金
（
年
齢
に
よ
り

１
口
９
３
０
０
円
〜
２
万
３
３

０
０
円
）
を
納
め
ま
す
。
ま
た
、

所
得
に
よ
り
掛
金
が
減
額
ま
た

は
免
除
に
な
り
ま
す
。
障
が
い

者
一
人
に
つ
き
、
加
入
者
１
人
、

２
口
ま
で
加
入
で
き
ま
す
。
 

      續
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
 

N
身
体
障
害
者
手
帳
が
１
〜
３

級
お
よ
び
療
育
手
帳
が
狢
、
Ａ
、

Ｂ
の
方
 

精
神
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級

で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
障

が
い
認
定
を
受
け
た
方
 

※
６５
歳
以
上
の
方
で
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
障
が
い
認
定
を

受
け
た
方
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
の
交
付
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
 

O
医
療
機
関
や
院
外
処
方
の
薬

局
の
窓
口
で
支
払
っ
た
医
療
保

険
適
用
内
の
自
己
負
担
分
を
申

請
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。
 

  纒
更
生
医
療（
自
立
支
援
医

療
）
 

N
１８
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手

帳
を
も
っ
て
い
る
方
 

O
医
療
保
険
の
対
象
と
な
る
診

療
の
う
ち
、
特
に
障
が
い
の
軽
減
、

社
会
生
活
を
容
易
に
す
る
効
果

が
あ
る
治
療
に
対
し
、
医
療
費

負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り

医
療
を
受
け
や
す
く
す
る
も
の

で
す
。
こ
の
医
療
は
、
国
ま
た

は
都
道
府
県
が
指
定
す
る
医
療

機
関
で
受
け
ら
れ
ま
す
。
適
用

さ
れ
る
の
は
角
膜
手
術
、
関
節

形
成
手
術
、
外
耳
形
成
手
術
、

心
臓
手
術
、
血
液
透
析
療
法
、

じ
ん
移
植
術
な
ど
で
す
（
事
前

に
申
請
が
必
要
で
す
。
障
が
い

状
況
や
所
得
状
況
に
よ
り
対
象

と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）。 

※
原
則
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
世
帯
の
所
得
等
に
応
じ

て
１
カ
月
当
た
り
の
上
限
額
が

設
定
さ
れ
ま
す
。
 

  纐
精
神
通
院
医
療
（
自
立
支

援
医
療
）
 

N
精
神
疾
患
の
た
め
、
通
院
し

て
治
療
を
受
け
て
い
る
方
 

O
精
神
疾
患
の
治
療
に
対
し
、

医
療
費
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と

に
よ
り
早
期
治
療
、
再
発
予
防

等
を
図
る
も
の
で
す
。
 

※
原
則
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
世
帯
の
所
得
等
に
応
じ

て
１
カ
月
当
た
り
の
上
限
額
が

設
定
さ
れ
ま
す
。
 

 

      纓
修
学
資
金
の
支
給
 

N
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
、

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
高
等
学
校
、

大
学
、
高
等
専
門
学
校
お
よ
び

専
修
学
校
に
在
学
し
て
い
る
方

（
八
潮
市
に
引
き
続
き
１
年
以

上
住
民
票
を
お
い
て
居
住
し
て

い
る
こ
と
）
 

O                   纔
手
帳
診
断
書
料
の
補
助
 

N
身
体
障
害
者
手
帳
の
新
規
・

等
級
変
更
等
を
申
請
す
る
方
が

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
場
合
、

申
請
時
に
必
要
な
身
体
障
害
者

手
帳
の
診
断
書
料
を
補
助（
補
助

上
限
額
５
２
５
０
円
）し
ま
す
。

条
件
等
詳
細
は
、
障
が
い
福
祉

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

手
当
・
年
金
等
 


